
 
総
務
常
任
委
員
会

議
案
第
35
号

つ
が
る
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

平ひ
ら

田た　
浩こ

う

介す
け　
委
員

Ｑ　
年
金
受
給
者
で
年
金
所
得
の
み
の

場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
定
額
減
税
が
反

映
さ
れ
る
か
。

【
税
務
課
長
】

Ａ　
年
金
か
ら
市
民
税
・
県
民
税
・
森

林
環
境
税
が
差
し
引
か
れ
る
方
は
、
原

則
、
令
和
６
年
10
月
分
の
年
金
特
別
徴

収
税
額
か
ら
行
わ
れ
る
。
控
除
し
き
れ

な
い
場
合
は
、
12
月
分
以
降
の
納
付
額

か
ら
順
次
控
除
さ
れ
る
。

野の

呂ろ　
　
司つ

か
さ　

委
員

Ｑ　
本
市
の
地
価
の
推
移
に
つ
い
て
説

明
を
。

【
税
務
課
長
】

Ａ　
国
土
交
通
省
が
公
開
し
て
い
る
地

価
公
示
の
対
象
は
６
地
点
で
、
お
も
な

地
点
に
お
け
る
１
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た

り
の
金
額
は
次
の
表
の
と
お
り
。

山や
ま

内う
ち　
　
勝ま

さ
る　
委
員

Ｑ　
今
年
度
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
森

林
環
境
税
の
課
税
額
と
対
象
者
数
は
。

【
税
務
課
長
】

Ａ　
課
税
額
の
累
計
は
１
３
１
６
万
３

千
円
で
、
対
象
者
は
１
万
３
１
６
３
人

の
見
込
み
で
あ
る
。

経
済
建
設
常
任
委
員
会

議
案
第
38
号

つ
が
る
市
公
共
下
水
道
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

佐さ

さ々

木き　
慶よ

し

和か
ず　
委
員

Ｑ　
下
水
道
料
金
の
見
直
し
予
定
は
あ

る
か
。

【
下
水
道
課
長
】

Ａ　
令
和
７
年
度
に
つ
が
る
市
下
水
道

事
業
経
営
戦
略
が
改
定
さ
れ
る
際
、
見

直
し
を
検
討
す
る
。

議
案
第
50
号

つ
が
る
市
体
験
農
園
施
設
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
案平ひ

ら

川か
わ　

　
豊ゆ

た
か　

委
員

Ｑ　
条
例
改
正
に
よ
り
、
施
設
使
用
料

を
値
上
げ
す
る
も
の
か
。

【
農
林
水
産
課
長
】

Ａ　
条
例
上
で
使
用
料
の
上
限
額
を
定

め
る
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
値
上
げ
す

る
予
定
は
な
い
が
、
物
価
上
昇
に
伴
い

厳
し
い
経
営
が
続
い
て
い
る
た
め
、
今

後
の
動
向
を
見
て
判
断
す
る
。

議
案
51
号

つ
が
る
市
稲
穂
い
こ
い
の
里
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
案

総
務
常
任
委
員
会
・
経
済
建
設
常
任
委
員

会
・
教
育
民
生
常
任
委
員
会
の
審
査
内
容

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

委
員
長

　
　
成な

り

田た　
　
博ひ

ろ
し

委
員
長

　
　
田た

中な
か　
　
透と

お
る

◎
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
等
の
施
行
に
伴
い
、
つ

が
る
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
。

◎
電
気
料
金
等
の
高
騰
な
ど
物
価

上
昇
に
伴
い
、
使
用
料
の
改
定

を
行
う
。

◎
電
気
料
金
等
の
高
騰
な
ど
物
価

上
昇
に
伴
い
、
使
用
料
の
改
定

を
行
う
。

◎
標
準
下
水
道
条
例
の
改
正
に
伴

い
、
つ
が
る
市
公
共
下
水
道
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

常
任
委
員
会

地　　番 令和５年 令和６年

木造千代町 56 番
2 14,200 円 14,300 円

森田町下相野野
田 145 番 2 4,100 円 4,050 円

柏玉水藤岡 8 番
10 8,600 円 8,900 円
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佐さ

さ々

木き　
敬け

い

藏ぞ
う　

副
委
員
長

Ｑ　
施
設
の
利
用
実
績
は
。
ま
た
、
使

用
料
の
前
半
期
と
後
半
期
を
一
本
化
し

た
理
由
は
。

【
観
光
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
長
補
佐
】

Ａ　
令
和
５
年
度
の
利
用
実
績
に
つ
い

て
、
日
帰
利
用
が
６
５
５
人
、
宿
泊
利

用
は
２
４
１
人
で
、
合
計
８
９
６
人
。

使
用
料
に
つ
い
て
は
、
地
球
温
暖
化
に

よ
り
冷
房
使
用
が
増
え
、
前
期
と
後
期

の
光
熱
費
の
相
違
が
な
く
な
っ
た
た
め

同
額
と
し
た
。

議
案
第
52
号

つ
が
る
市
つ
が
る
地
球
村
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
案佐さ

藤と
う　
孝た

か

志し　
委
員

Ｑ　
使
用
料
の
改
定
に
よ
り
、
ど
の
程

度
の
収
入
増
が
見
込
ま
れ
る
か
。

【
観
光
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
長
補
佐
】

Ａ　
令
和
５
年
度
の
宿
泊
利
用
者
を
も

と
に
積
算
し
た
場
合
、
４
７
０
０
万
円

の
増
額
と
な
る
。

教
育
民
生
常
任
委
員
会

議
案
第
44
号

つ
が
る
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

運
営
及
び
職
員
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三み
つ

橋は
し　
あ
さ
み　
委
員

Ｑ　
市
内
に
介
護
保
険
施
設
は
い
く
つ

あ
る
か
。

【
介
護
課
長
】

Ａ　
市
が
所
管
す
る
地
域
密
着
型
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
し
て
は
、
認
知
症

対
応
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
５
事
業
所
、
地

域
密
着
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
９
事
業
所
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
２
事
業
所
、
新

規
を
含
め
た
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
12
事
業

所
を
あ
わ
せ
て
、
28
事
業
所
と
な
っ
て

い
る
。

成な
り

田た　
克か

つ

子こ　
委
員

Ｑ　

本
市
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
、

県
内
市
部
に
お
い
て
最
も
高
額
と
な
っ

て
い
る
理
由
は
な
に
か
。

【
介
護
課
長
】

Ａ　
お
も
に
、
高
齢
化
率
・
介
護
認
定

率
が
高
く
、
低
所
得
者
が
多
い
ほ
か
、

施
設
・
居
住
系
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
多

い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

秋あ
き

田た

谷や　
建た

て

幸ゆ
き　
副
委
員
長

Ｑ　

つ
が
る
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
人
員
配
置
は
適
正
か
。

【
介
護
課
長
】

Ａ　
人
員
配
置
に
つ
い
て
は
、
社
会
福

祉
士
が
２
名
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員

が
２
名
、
看
護
師
お
よ
び
保
健
師
が
そ

れ
ぞ
れ
１
名
配
置
さ
れ
て
お
り
、
要
件

を
満
た
し
て
い
る
。

◎
介
護
保
険
法
施
行
規
則
及
び
指

定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介

護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
が
公
布
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
つ
が
る
市
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
お

よ
び
職
員
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

委
員
長

　
　
齊さ

い

藤と
う　
　
渡わ

た
る

◎
電
気
料
金
等
の
高
騰
な
ど
物
価

上
昇
に
伴
い
、
使
用
料
の
改
定

を
行
う
。

本議会を傍聴してみませんか？
本議会はどなたでも傍聴することができます。
ぜひ議場へお越しいただき、選挙で投票した
議員の活動をみてみませんか？

※委員会の傍聴は、委員長の許可が必要となります
　ので、議会事務局へお申し出ください。

▶STEP　１
　市役所本庁舎３階までお越しください。
▶STEP　２
　傍聴者席入口で整理券を受け取ってくだ
さい。
▶STEP　３
　傍聴の心得を守り、傍聴してください。
議会途中の入退場も可能です。
▶STEP　４
　お帰りの際に、回収箱に整理券を返却し
てください。

傍聴の心得（静かに傍聴する等）
は整理券の裏側に記載されてい
ます。
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